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一
般
財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会

は
、
葬
儀
の
実
態
と
消
費
者
の
意
識
に

つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
昭
和

五
十
八
年
か
ら
行
っ
て
お
り
、
今
年
の

一
月
に
第
十
回
目
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

を
「
葬
儀
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
」
と
し
て
報
告
書
を
ま
と
め
ら
れ
ま

し
た
。
近
年
、菩
提
寺
が
な
い
方
々
や
、

菩
提
寺
は
あ
る
が
関
係
性
の
縮
小
（
葬

儀
の
と
き
だ
け
依
頼
す
る
）
を
望
ん
で

い
る
方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
寺

院
と
し
て
は
危
機
感
を
抱
か
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
突
然
身
内
が
亡
く
な
り
、
い

き
な
り
遺
族
が
喪
主
を
勤
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
、

察
す
る
に
余
り
有
り
ま
す
。
は
た
し
て

寺
院
（
僧
侶
）
は
、
遺
族
を
し
っ
か
り

受
け
止
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
…
特

に
寺
院
と
関
係
の
あ
る
と
こ
ろ
を
伺
い

ま
し
た
。

最
初
に
相
談
し
た
相
手 

　
　
　
─
寺
院
は
四・五
％
─

　
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
見
た
僧
侶
に

対
す
る
消
費
者
の
意
識
を
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。

　
【
図
①
】
の
よ
う
に
、葬
儀
の
際
に
最

初
に
相
談
し
た
相
手
を
聞
く
と
、
一
番

多
い
の
が
親
戚
で
、
次
が
葬
儀
社
や
式

場
。
寺
院
に
最
初
に
相
談
し
た
の
は
そ

の
次
で
、
多
く
の
ケ
ー
ス
で
寺
院
が
最

初
の
窓
口
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
回
答

者
に
は
菩
提
寺
が
あ
る
方
も
い
る
で
し

ょ
う
が
、
一
因
と
し
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
お
盆
や
お
彼
岸
で
は
必
ず
墓
参
り

に
行
く
が
、
住
職
や
ご
婦
人
と
は
挨
拶

程
度
の
み
。
こ
う
し
た
多
く
の
消
費
者

は
「
お
寺
は
敷
居
が
高
い
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
日
頃
か
ら

菩
提
寺
と
し
て
檀
信
徒
や
門
徒
の
話
を

聞
い
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
相
談
し
や

す
い
雰
囲
気
を
作
っ
て
い
る
で
し
ょ
う

か
。
そ
こ
か
ら
の
事
象
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
消
費
者
は
僧
侶
に
対
し
て
「
葬

儀
式
だ
け
や
っ
て
も
ら
え
ば
い
い
」
と

い
う
思
考
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

遺
族
に
対
す
る
配
慮
が
足
り
な
い
と
、

遺
族
は
故
人
を
心
か
ら
「
あ
の
世
に
送

っ
た
」
と
い
う
実
感
を
持
て
ず
、
そ
れ

に
よ
り
葬
儀
に
お
け
る
宗
教
の
形
骸
化

が
進
ん
で
い
る
の
で
は
と
感
じ
て
い
ま

す
。

「
し
き
た
り
」の
変
化（
心
の
整
理
）

　
葬
儀
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
結
果

な
の
か
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

　
ま
ず
、
葬
祭
業
者
に
つ
い
て
は
一
言

で
い
う
と
、
業
者
の
営
業
努
力
は
す
ご

い
と
思
い
ま
す
。
異
業
種
か
ら
の
参
入

も
あ
り
、
業
界
全
体
に
危
機
感
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
熾

烈
な
競
争
の
お
か
げ
で
、
消
費
者
は
さ

ま
ざ
ま
な
情
報
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
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っ
た
と
も
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、「
し
き
た
り
」
に
つ
い
て
は
、

各
地
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
回
答
が
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。
昔
は
殆
ん
ど
が
、
自
宅
で

葬
儀
を
執
り
行
い
ま
し
た
が
、
今
は
セ

レ
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
に
変
わ
り
ま
し
た
。

ど
う
も
こ
の
頃
か
ら
「
し
き
た
り
」
が

変
化
（
簡
略
化
）
し
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
回
答
予
想
と
し
て
、
セ
レ
モ
ニ

ー
ホ
ー
ル
が
で
き
た
お
か
げ
で
「
し
き

た
り
」
の
簡
略
化
を
歓
迎
す
る
回
答
が

多
い
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、

「
し
き
た
り
」の
変
化
へ
の
反
省
が
少
な

く
な
か
っ
た
で
す
。
葬
儀
執
行
の
内
容

等
に
も
よ
り
ま
す
が
、
送
ら
れ
る
側
の

遺
族
と
送
る
側
の
参
列
者
に
ズ
レ
が
あ

り
ま
す
。
ご
近
所
に
知
ら
せ
な
か
っ
た

と
い
う
遺
族
の
判
断
に
対
し
て
、
お
別

れ
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
送
る
側
は
、

心
の
処
理
が
で
き
な
い
と
い
う
回
答
が

い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。

　
送
る
側
も
送
ら
れ
る
側
も
、
あ
る
程

度
の
「
し
き
た
り
」
を
通
し
て
心
の
整

理
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
葬

儀
料
金
が
前
面
に
露
出
し
て
い
る
最
近

の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
の
葬
祭
業
者
の
広
告
に
違

和
感
を
覚
え
ま
す
。
消
費
者
も
葬
儀
の

こ
と
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
わ
か
ら
な
い

か
ら
価
格
で
し
か
価
値
判
断
が
で
き
な

い
と
い
う
方
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま

す
。
価
格
あ
り
き
で
な
く
、
故
人
を
ど

の
よ
う
な
形
で
送
り
た
い
の
か
、
そ
れ

に
対
し
て
葬
祭
業
者
は
消
費
者
に
て
い

ね
い
に
説
明
し
、
提
案
を
し
て
欲
し
い

と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
心
の
整
理
に
つ
い
て
墓
石

に
関
わ
る
こ
と
で
す
が
、
た
し
か
に
墓

地
に
は
ご
遺
骨
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す

が
、墓
石
そ
の
も
の
も
「
祈
り
」
や
「
心

の
対
話
の
対
象
」
に
な
っ
て
い
る
の
で

は
と
思
い
ま
す
。
墓
石
に
刻
ま
れ
た
戒

名
・
法
名
や
俗
名
が
、
心
の
対
話
の
対

象
の
証
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

墓
石
に
対
し
て
消
費
者
が
心
の
中
の
言

葉
を
伝
え
る
こ
と
で
、
穏
や
か
な
気
持

ち
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
だ
と
思

い
ま
す
。
自
然
葬
や
樹
木
葬
に
つ
い
て

の
回
答
の
中
で
、
環
境
へ
の
配
慮
や
お

参
り
の
場
が
な
い
の
が
さ
び
し
い
と
い

う
、
否
定
的
な
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

僧
侶
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
は

　
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
僧
侶
に
対
し

て
コ
メ
ン
ト
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ご
寺
院
の
皆
様
に
は
、
消
費
者
の
心

の
支
え
に
な
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま

す
。
何
で
も
相
談
で
き
る
相
手
に
な
っ

て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
消
費
者
の
殆

ど
は
「
宗
教
、
信
仰
」
と
い
う
キ
ー
ワ

ー
ド
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
せ
ん
。
一

方
で
「
な
い
が
し
ろ
に
で
き
な
い
」
と

い
う
儀
礼
を
大
切
に
思
う
気
持
ち
も
あ

り
ま
す
。

　
葬
儀
に
お
い
て
は
、
ご
遺
族
の
た
め

に
ど
こ
ま
で
で
き
る
の
か
、
話
し
を
よ

く
聞
き
、
心
か
ら
悼
む
気
持
ち
を
伝
え

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
儀
礼
執
行
だ

け
で
は
、「
心
」
と
い
う
中
身
が
伝
わ
り

ま
せ
ん
。
い
ま
、
都
会
で
行
わ
れ
る
仏

式
葬
儀
の
多
く
は
、
喪
主
が
葬
儀
社
に

僧
侶
を
依
頼
す
る
ケ
ー
ス
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
檀
信
徒
で
な
い
葬
儀
の

依
頼
を
葬
儀
社
か
ら
受
け
、
時
間
と
お

り
に
読
経
し
、
戒
名
・
法
名
を
授
け
、

簡
単
な
挨
拶
と
法
話
を
し
て
、
お
布
施

を
受
け
と
っ
て
終
了
で
す
。
こ
れ
で
は

僧
侶
が
い
く
ら
「
成
仏
」
と
い
う
言
葉

を
言
っ
て
も
、
残
さ
れ
た
遺
族
の
心
は

満
た
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
消
費
者
と
宗
教
者
と
の
縁
が
少
な

い
現
代
社
会
に
お
い
て
、
宗
教
者
と
接

点
を
求
め
て
い
る
方
も
お
り
、
少
し
の

縁
で
も
大
切
に
し
よ
う
と
考
え
る
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
時
間
に
制
約
の

あ
る
葬
儀
で
す
が
、
遺
族
と
の
縁
を
大

切
に
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
僧
侶
と
遺
族
の
心
の
交
流
が
薄
い
ま

ま
に
「
お
布
施
」
と
い
う
費
用
の
問
題

が
出
て
く
る
こ
と
で
、
遺
族
は
違
和
感

を
持
つ
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
消
費
者
・
遺
族
が
宗
教
儀
礼
を
行
う

こ
と
や
宗
教
者
と
の
縁
が
で
き
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
心
の
安
定
や
豊
か
な
気
持

ち
を
得
ら
れ
、
大
き
な
安
堵
感
を
持
て

る
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
て
欲

し
い
と
思
い
ま
す
。

　
次
号
で
は
、
全
日
本
葬
祭
業
協
同
組

合
連
合
会
に
葬
儀
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ

ー
ト
結
果
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。



　
こ
の
た
び
、
第
三
十
一
期
理
事
長
の
職
を

拝
命
す
る
こ
と
に
な
り
、
身
の
引
き
締
ま
る

思
い
で
あ
り
ま
す
。

　
思
え
ば
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
〇
六
年

ま
で
事
務
総
長
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

広
報
課
題
の
克
服
を
将
来
展
望
と
す
る
「
改

革
推
進
委
員
会
」
答
申
の
取
り
ま
と
め
、「
ル

ン
ビ
ニ
ー
園
復
興
事
業
」
の
終
結
、「
財
団

創
立
五
十
周
年
記
念
事
業
」
な
ら
び
に
「
世

界
仏
教
徒
会
議
日
本
大
会
」
の
企
画
立
案
に

関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
財

団
法
人
日
本
宗
教
連
盟
（
当
時
）
の
事
務
局

長
を
兼
務
し
て
、「
保
険
業
法
改
正
問
題
」、

「
公
益
法
人
制
度
改
革
問
題
」
で
、
厳
し
く

対
応
し
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
を
思
い
出
し

ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
代
社
会
に
は
、
不
安
、
生

き
づ
ら
さ
、
孤
独
感
が
蔓
延
し
て
い
ま
す
。

合
理
的
な
思
考
と
科
学
を
絶
対
視
し
経
済

的
豊
か
さ
を
追
求
し
て
き
た
結
果
、
い
の
ち

の
感
覚
、
一
人
ひ
と
り
の
か
け
が
え
の
な
さ

を
喪
失
し
て
い
る
状
況
で
あ
り
ま
す
。
私
ど

も
仏
教
界
の
果
た
す
べ
き
使
命
は
、
い
よ
い

よ
重
大
さ
を
増
し
て
い
る
と
認
識
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
仏
教
界
の

動
き
に
注
目
し
て
み
ま
す
と
、
緊
急
事
態
や

地
域
復
興
に
お
け
る
寺
院
の
果
た
し
た
役

割
は
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
が

あ
り
ま
す
。
国
民
の
宗
教
離
れ
、
寺
院
の
地

域
と
の
遊
離
が
指
摘
さ
れ
る
な
か
で
、
仏
教

界
の
も
つ
公
益
性
を
社
会
に
提
示
し
て
い

く
こ
と
は
重
要
課
題
で
あ
り
ま
す
。

　
早
い
も
の
で
、
二
〇
一
七
年
に
は
財
団
創

立
六
十
周
年
を
迎
え
ま
す
。「
全
日
本
仏
教

徒
会
議
」「
世
界
仏
教
徒
会
議
日
本
大
会
」が

計
画
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
社
会
の
負
託
に
応

え
う
る
事
業
と
な
り
ま
す
よ
う
、
議
論
を
尽

く
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　
今
日
ま
で
の
歩
み
を
顧
み
て
、
本
会
の
発

展
に
ご
尽
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
諸
先
達
の

意
志
を
受
け
継
ぎ
、
職
務
を
精
一
杯
勤
め
て

ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
会
長
を
は
じ

め
、
皆
さ
ま
方
の
温
か
い
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
就
任
の
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
こ
の
度
、
第
三
十
一
期
事
務
総
長
を
拝
命

い
た
し
ま
し
た
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
倉

澤
豊
明
で
す
。

　

公
益
財
団
法
人
と
し
て
新
た
な
る
出
航

を
し
て
、
二
年
数
か
月
が
経
過
し
ま
し
た
。

先
般
、
前
年
度
決
算
も
無
事
承
認
さ
れ
、
前

任
の
小
林
正
道
理
事
長
、
関
𥔎
幸
孝
事
務
総

長
よ
り
、
齋
藤
明
聖
理
事
長
と
共
に
バ
ト
ン

を
受
け
継
が
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

激
変
す
る
社
会
の
中
に
伴
う
価
値
観
や

暮
ら
し
ぶ
り
の
多
様
化
に
戸
惑
い
な
が
ら
、

日
々
の
生
活
を
過
ご
す
現
代
。
各
々
が
悩

み
・
苦
し
み
・
問
い
・「
心
の
病
」・「
心
の

闇
」
を
抱
き
な
が
ら
精
一
杯
生
き
て
い
ま

す
。
ま
た
、
東
日
本
大
震
災
で
の
大
自
然
の

驚
異
や
教
訓
。
安
心
・
安
全
・
便
利
と
は
何

か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
昨
今
。
全
て
の
方
々

が
抱
え
る
問
題
で
あ
り
、
私
自
身
も
仏
教
徒

と
し
て
、
ま
た
現
代
社
会
を
共
に
生
き
る
者

と
し
て
日
々
頭
を
抱
え
て
お
り
ま
す
。
自
問

自
答
し
な
が
ら
も
、
共
々
に
顔
を
見
て
お
互

い
に
語
り
合
い
、
時
に
は
相
手
ば
か
り
で
な

く
自
ら
の
足
元
を
み
つ
め
、
原
点
に
か
え
る

こ
と
も
大
切
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。
お
互
い

が
尊
重
し
合
い
、
学
び
気
付
か
せ
て
頂
き
な

が
ら
、
歩
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

皆
様
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
、
諸
問

題
・
諸
課
題
に
対
し
て
、
一
つ
一
つ
丁
寧
に

向
き
合
い
確
実
に
歩
ま
せ
て
頂
き
た
い
も

の
で
す
。

　

諸
先
輩
方
が
築
か
れ
た
当
会
の
伝
統
と

目
的
達
成
の
為
に
、
仏
陀
の
和
の
精
神
を
基

調
と
し
て
、
相
互
の
緊
密
な
連
絡
提
携
の
も

と
関
係
各
位
の
知
恵
を
出
し
合
い
、
事
務
総

局
一
丸
と
な
っ
て
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
浅
学
非
才
の
身
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
い

よ
い
よ
職
務
の
重
要
性
を
深
く
認
識
し
、
責

務
の
全
う
に
全
力
を
傾
注
い
た
す
所
存
で

す
。
何
卒
、
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
程
、
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
就
任
の
御
挨
拶
と
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。
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伝
統
仏
教
界
の
社
会
的
存
在
意
義
を
高
め
る

�
公
益
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会　
第
三
十
一
期
理
事
長

�

齋
藤
　
明
聖

�

（
さ
い
と
う　
あ
き
さ
と
）

お
互
い
の
顔
を
見
て
、
原
点
を
帰
し
…

�

公
益
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会　
第
三
十
一
期
事
務
総
長

�

倉
澤
　
豊
明

�

（
く
ら
さ
わ　
と
よ
あ
き
）

●
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

一
九
五
二
年 

東
京
生
ま
れ

東
京 

真
宗
大
谷
派 

明
順
寺
住
職

早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
東
洋
哲
学
専
攻
修
士
課
程
修
了

財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
第
二
十
六
期
事
務
総
長

財
団
法
人
日
本
宗
教
連
盟
元
事
務
局
長

真
宗
大
谷
派
東
京
教
区
前
教
区
会
議
員
参
事
会
員

公
益
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
前
評
議
員

公
益
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
理
事

●
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

一
九
五
七
年 

東
京
生
ま
れ

東
京 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

圓
正
寺
住
職

法
政
大
学
文
学
部
哲
学
科
卒
業

中
央
仏
教
学
院
研
究
科
卒
業

東
京
教
区
青
年
僧
侶
協
議
会
元
理
事
長

財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
第
二
十
四
期
財
務
部
長

東
京
教
区
ス
カ
ウ
ト
指
導
者
会
理
事

東
京
教
区
中
組
組
長

公
益
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
理
事

ご  挨  拶



平
成
二
十
五
年
度
事
業
報
告
・
決
算
・

六
十
周
年
記
念
事
業
規
程
等
が
承
認

　
本
年
五
月
二
十
二
日
に
開
催
し
た
第
七
回

理
事
会
で
、
平
成
二
十
五
年
度
事
業
報
告
及

び
決
算
が
全
会
一
致
で
原
案
通
り
承
認
さ
れ

た
。

　
そ
の
他
、
今
後
起
こ
り
得
る
様
々
な
災
害

に
対
応
す
る
た
め
、
支
援
検
討
会
議
を
新
た

に
設
置
す
る
こ
と
が
全
会
一
致
で
賛
同
さ
れ

た
。

【
第
七
回
理
事
会
概
要
】

日　
　
時	

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
二

	

日
午
後
二
時
～

会　
　
場	

明
照
会
館
四
階
第
一
会
議
室

出
席
理
事	

十
八
名
（
二
十
名
中
）

出
席
監
事	

三
名
（
三
名
中
）

議　
　
長	

小
林
正
道
第
三
十
期
理
事
長

議
案
（
全
議
案
承
認
）

・
平
成
二
十
五
年
度
事
業
報
告
に
つ
い
て
承

認
を
求
め
る
件

・
平
成
二
十
五
年
度
決
算
に
つ
い
て
承
認
を

求
め
る
件

・
財
団
創
立
六
十
周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て

承
認
を
求
め
る
件

・
規
程
改
正
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件

・
評
議
員
会
の
招
集
及
び
開
催
に
つ
い
て
承

認
を
求
め
る
件

協
議
事
項
（
全
事
項
賛
同
）

・
東
日
本
大
震
災
支
援
検
討
会
議
規
程
の
廃

止
及
び
支
援
検
討
会
議
の
設
置
に
つ
い
て

賛
同
を
求
め
る
件

・
東
日
本
大
震
災
支
援
指
定
寄
付
金
の
執
行

及
び
残
余
金
に
つ
い
て
賛
同
を
求
め
る
件

・
事
務
総
局
関
係
の
規
程
改
正
に
つ
い
て
賛

同
を
求
め
る
件

報
告
事
項

・
機
関
誌
「
全
仏
」
六
百
号
記
念
刊
行
に
つ

い
て

・
各
部
報
告
（
第
二
十
七
回
W
F
B
世
界
仏

教
徒
会
議
中
国
大
会
記
念
ツ
ア
ー
の
実
施

案
内
）

第
三
十
一
期
理
事
及
び
監
事
が
選
任

　
本
年
六
月
十
八
日
に
開
催
し
た
第
三
回
評

議
員
会
に
お
い
て
、
第
三
十
一
期
の
理
事
及

び
監
事
が
選
任
さ
れ
た
。
理
事
及
び
監
事
は

左
記
の
通
り
。

○
第
三
十
一
期
理
事　
二
十
名

千
葉 

省
三 （
曹
洞
宗
）

倉
澤 

豊
明 （
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

齋
藤 

明
聖 （
真
宗
大
谷
派
）	

戸
松 

義
晴 （
浄
土
宗
）

塩
崎 

望
巳 （
日
蓮
宗
）	

添
田 

隆
昭 （
高
野
山
真
言
宗
）

上
沼 

雅
龍 （
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

杜
多 

徳
雄 （
天
台
宗
）

山
口 

正
純 （
真
言
宗
智
山
派
）

菅
野 

秀
浩 （
真
言
宗
豊
山
派
）

瀧
藤 

尊
淳 （
和
宗
）	

岡
野 

正
純 （
孝
道
教
団
）

桶
屋 

良
祐 （
念
法
眞
教
）	

石
堂 

恵
眼 （
真
言
宗
中
山
寺
派
）

山
田 

一
眞 （
東
京
都
仏
教
連
合
会
）

和
田 

大
雅 （
神
奈
川
県
仏
教
会
）

杉
山 

令
憲 （
岐
阜
県
仏
教
会
）

伊
藤 

正
導 （
愛
知
県
仏
教
会
）

長
澤 

香
静 （
京
都
仏
教
会
）	

鶴
野 

重
雄 （
京
都
府
仏
教
連
合
会
）

○
第
三
十
一
期
監
事　
三
名

　
井
桁 

雄
弘 （
大
阪
府
佛
教
会
）

　
古
澤 

勝
浩 （（
公
財
）
仏
教
伝
道
協
会
）

　
山
中 

一
郎 （
公
認
会
計
士
）

　

�

※
順
不
同 

敬
称
略

【
第
三
回
評
議
員
会
概
要
】

日　
　
時	

平
成
二
十
六
年
六
月
十
八
日

	

午
後
二
時
～

会　
　
場	

全
日
本
仏
教
会
会
議
室

出
席
評
議
員	

七
名
（
九
名
中
）

出
席
監
事	

二
名
（
三
名
中
）

議　
　
長	

橘
正
信
評
議
員

議
案
（
全
議
案
承
認
）

・
平
成
二
十
五
年
度
貸
借
対
照
表
及
び
正
味

財
産
増
減
計
算
書
、
附
属
明
細
書
並
び
に

財
産
目
録
の
承
認
に
つ
い
て

・
定
款
第
十
五
条
第
一
号
の
定
め
に
よ
る
理

事
及
び
監
事
の
選
任
に
つ
い
て

報
告
事
項

・
財
団
創
立
六
十
周
年
記
念
事
業
及
び
実
行

委
員
会
に
つ
い
て

・
評
議
員
選
定
委
員
会
に
つ
い
て

・
機
関
誌
「
全
仏
」
六
百
号
に
つ
い
て

・
各
部
報
告
（
第
二
十
七
回
W
F
B
世
界
仏

教
徒
会
議
中
国
大
会
記
念
ツ
ア
ー
の
実
施

案
内
）

新
理
事
長
・
事
務
総
長
が
選
定

　
本
年
六
月
十
八
日
に
開
催
し
た
第
八
回
理

事
会
に
お
い
て
、
第
三
回
評
議
員
会
で
選
任

さ
れ
た
理
事
の
中
か
ら
、
第
三
十
一
期
理
事

長
及
び
事
務
総
長
が
選
定
さ
れ
た
。
理
事
長

及
び
事
務
総
長
は
左
記
の
通
り
。

○
第
三
十
一
期
理
事
長

　
　
　
齋
藤　
明
聖
（
真
宗
大
谷
派
）

○
第
三
十
一
期
事
務
総
長

　
　
　
倉
澤　
豊
明
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

【
第
八
回
理
事
会
概
要
】

日　
　
時	

平
成
二
十
六
年
六
月
十
八
日

	

午
後
三
時
三
十
分
～

会　
　
場	

明
照
会
館
四
階
第
一
会
議
室

出
席
理
事	

十
三
名
（
二
十
名
中
）

出
席
監
事	

二
名
（
三
名
中
）

議　
　
長	

�

齋
藤
明
聖
（
議
案
第
一
号
は
小

林
正
道
第
三
十
期
理
事
長
が
議

長
）

議
案
（
全
議
案
承
認
）

・
定
款
第
二
十
二
条
第
二
項
の
定
め
に
よ
る

理
事
長
の
選
定
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る

件
協
議
事
項
（
全
事
項
賛
同
）

・
理
事
の
職
務
担
当
に
つ
い
て
賛
同
を
求
め

る
件

報
告
事
項

・
評
議
員
選
定
委
員
会
開
催
に
つ
い
て

・
財
団
創
立
六
十
周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て

・
機
関
誌
「
全
仏
」
六
百
号
記
念
刊
行
に
つ

い
て

・
各
部
報
告
（
第
二
十
七
回
W
F
B
世
界
仏

教
徒
会
議
中
国
大
会
記
念
ツ
ア
ー
の
実
施

案
内
）
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新
理
事
長
・
事
務
総
長
が
決
定

平
成
二
十
五
度
決
算
等
が
全
会
一
致
で
承
認

第
七・八
回
理
事
会　
第
三
回
評
議
員
会
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暑中お見舞い申し上げます

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

京
都
市
下
京
区
堀
川
通
花
屋
町
下
ル

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

伝
道
本
部（
宗
務
所
）

〒
600
─

8501�

〇
七
五（
三
七
一
）五
一
八
一

Ｆ
Ａ
Ｘ�

〇
七
五（
三
五
一
）一
三
七
二

http://w
w

w
.hongw

anji.or.jp/

真
宗
大
谷
派

宗
務
総
長

里
雄　

康
意

参　
　

務

杉
浦　

義
孝

参　
　
　

務

解
放
運
動

推
進
本
部
長

青
少
幼
年

セ
ン
タ
ー
長

木
越　
　

渉

参　
　
　

務

財　

務　

長

富
田　

泰
成

参　
　
　

務

儀
式
指
導

研
究
所
長

奥
林　
　

曉

参　
　
　

務

首
都
圏
教
化

推
進
本
部
長

藤
戸　

秀
庸

京
都
市
下
京
区
烏
丸
通
七
条
上
る

�

常
葉
町
七
五
四

〒
600
─

8505 

〇
七
五
（
三
七
一
）
九
一
八
一
（
代
表
）

http://w
w

w
.higashihonganji.or.jp/

浄
土
門
主

伊
藤
唯
眞

宗
務
総
長

豊
岡
鐐
尓

総
務
局
長

中
村
在
徹

教
学
局
長

山
本
正
廣

財
務
局
長

浦
野
瑞
明

社
会
国
際
局
長

宮
林
雄
彦

文
化
局
長

岡
本
宣
丈

総
長
公
室
長

淺
野
義
光

人
権
同
和
室
長

山
北
光
彦

災
害
復
興
事
務
局
長

社
会
福
祉
推
進

事
務
局
長

新
谷
仁
海

職
員
一
同

浄
土
宗
宗
務
庁

京
都
市
東
山
区
林
下
町
四
〇
〇
─
八

〒
605
─

0062 

〇
七
五（
五
二
五
）二
二
〇
〇
㈹

Ｆ
Ａ
Ⅹ　

〇
七
五（
五
三
一
）五
一
〇
五

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
─
七
─
四

〒
105
─

0011 

〇
三（
三
四
三
六
）三
三
五
一
㈹

Ｆ
Ａ
Ⅹ　

〇
三（
三
四
三
四
）〇
七
四
四

http://jodo.or.jp

宗
務
総
長

小
林
順
光

伝
道
局
長

齊
藤
憲
一

総
務
局
長

塩
崎
望
巳

伝
道
部
長

吉
田
見
悠

教
務
部
長

田
中
文
教

総
務
部
長

風
間
隨
修

財
務
部
長

中
川
法
政

宗
務
総
長
室
長

小
林
正
雄

日
蓮
宗
現
代

宗
教
研
究
所
長

三
原
正
資

参

与

山
口
裕
光

参

与

吉
田
海
心

日
蓮
宗
新
聞
社

社

長

草
ヶ
谷
秀
人

日
蓮
宗
宗
務
院

東
京
都
大
田
区
池
上
一
─
三
二
─
一
五

〒
146
─

8544 

〇
三（
三
七
五
一
）七
一
八
一

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
三（
三
七
五
一
）七
一
八
六

http://w
w

w
.nichiren.or.jp/
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暑中お見舞い申し上げます
総
本
山
金
剛
峯
寺

高
野
山
真
言
宗

座　
　
　

主

管　
　
　

長�

松
長　

有
慶

執　

行　

長

宗
務
総
長

添
田　

隆
昭

執　
　
　

行

総
務
部
長

内　

事　

長�

吉
井　

惠
貫

執　
　
　

行

教
学
部
長

国
際
局
長

小
籔　

実
英

執　
　
　

行

法
会
部
長

稲
葉　

法
研

執　
　
　

行

財
務
部
長

廣
瀬　

義
仙

執　
　
　

行

山
林
部
長

総
長
公
室
長

山
口　

文
章

数

学

部

次

長

橋
本　

真
人

社
会
人
権

局　
　
　

長�

佐
々
木
基
文

信
徒
局
長

倉
岡　

弘
叔

奥
之
院
維
那�

加
古
原
大
岳

伽
藍
維
那

坎　
　

宥
行

東
京
別
院
主
監
東

京
宗
務
出
張
所
長

鈴
木　

英
全

堀
川
別
院
主
監
京

都
宗
務
出
張
所
長

柏
田　

良
辯

和
歌
山
県
伊
都
郡
高
野
町
高
野
山
一
三
二

〒
648
─

0211 

〇
七
三
六（
五
六
）二
〇
一
一

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
三
六（
五
六
）四
六
四
〇

http://w
w

w
.koyasan.or.jp/

臨
済
宗
妙
心
寺
派
宗
務
本
所

管　
　
　

長�

嶺　
　

興
嶽

宗
務
総
長

栗
原　

正
雄

総
務
部
長

上
沼　

雅
龍

教
学
部
長

山
本　

文
匡

財
務
部
長

瑞
岩　

眞
泰

花　

園　

会

本　

部　

長�

鮎
川　

博
道

法
務
部
長

島
崎　

義
範

花 

園 

会 

館

部 

長
（
兼
）

上
沼　

雅
龍

京
都
市
右
京
区
花
園
妙
心
寺
町
六
四

〒
616
─

8035 

〇
七
五（
四
六
三
）三
一
二
一

http://w
w

w
.m

yoshinji.or.jp/

天
台
宗
務
庁

天
台
座
主�

半
田　

孝
淳

宗
務
総
長�

木
ノ
下
寂
俊

参　
　
　

務

総
務
部
長

阿
部　

昌
宏

参　
　
　

務

法
人
部
長

長
山　

慈
信

参　
　
　

務

財
務
部
長

田
中　

祥
順

参　
　
　

務

教
学
部
長

中
島　

有
淳

参　
　
　

務

社
会
部
長

角
本　

尚
雄

参　
　
　

務

一
隅
を
照
ら
す

運
動
総
本
部
長

横
山　

照
泰

大
津
市
坂
本
四
丁
目
六
番
二
号

〒
520
─

0113 

〇
七
七（
五
七
九
）〇
〇
二
二

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
七（
五
七
九
）二
五
一
六

http://w
w

w
.tendai.or.jp/

真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁

総
本
山
智
積
院
法
務
所

管　
　
　

長

化　
　
　

主�

寺
田　

信
秀

宗
務
総
長

寺　

務　

長

小
宮　

一
雄

総
務
部
長

執　
　
　

事

芙
蓉　

良
英

教
学
部
長

執　
　
　

事

細
川　

大
憲

教
化
部
長

執　
　
　

事

近
藤　

隆
俊

法
務
部
長

執　
　
　

事

鵜
飼　

五
大

財
務
部
長

執　
　
　

事�

深
澤　

照
生

宗
務
出
張
所
長

別
院
執
事

近
藤　

昌
俊

京
都
市
東
山
区
東
大
路
七
条
下
ル

�

東
瓦
町
九
六
四

〒
605
─

0951  

〇
七
五（
五
四
一
）五
三
六
一

http://w
w

w
.chisan.or.jp/

真
言
宗
豊
山
派
宗
務
所

管　
　
　

長�

加
藤　

精
一

宗
務
総
長

坂
井　

智
宏

総
務
部
長

増
澤　

秀
丸

教
務
部
長

菅
野　

秀
浩

財
務
部
長

中　
　

正
宣

教
化
部
長

岩
脇　

彰
信

教
化
セ
ン
タ
ー
長

𠮷
田　

敬
岳

総
合
研
究
院
院
長

平
井　

宥
慶

東
京
都
文
京
区
大
塚
五
─
四
〇
─
八

真
言
宗
豊
山
派
宗
務
所

〒
112
─

0012  

〇
三（
三
九
四
五
）〇
六
三
九

http://w
w

w
.buzan.or.jp/
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真
言
宗
醍
醐
派
宗
務
本
庁

総
本
山
醍
醐
寺
寺
務
所

管　
　
　

長

座　
　
　

主�

仲
田　

順
和

宗
務
総
長

執　

行　

長

壁
瀬　

宥
雅

総
務
部
長

執　
　
　

行

仲
田　

順
英

教
学
部
長

執　
　
　

行

田
中　

祐
考

財
務
部
長

執　
　
　

行

浦
郷　

宜
右

京
都
市
伏
見
区
醍
醐
東
大
路
町
二
二

〒
601
─

1325 
〇
七
五（
五
七
一
）〇
〇
〇
二

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
五（
五
七
一
）〇
一
〇
一

http://w
w

w
.daigoji.or.jp

携
帯
電
話
で
も
御
覧
頂
け
ま
す
。

総
本
山
仁
和
寺

真
言
宗
御
室
派

門　
　
　

跡

管　
　
　

長

立
部　

祐
道

執　

行　

長

宗
務
総
長

瀬
川　

大
秀

執　
　
　

行

総
務
部
長

河
西　

孝
典

執　
　
　

行

教
学
部
長

八
木　

恵
生

執　
　
　

行

財
務
部
長

大
石　

隆
淳

京
都
市
右
京
区
御
室
大
内
三
三

〒
616
─

8092 

〇
七
五（
四
六
一
）一
一
五
五

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
五（
四
六
四
）四
〇
七
〇

http://ninnaji.jp

法 

華 

宗
（
本
門
流
）

管

長

平
田　

日
範

宗
務
総
長

二
瓶　

海
照

庶
務
部
長

金
井　

孝
顕

布
教
部
長

久
永　

晃
顕

教
学
部
長

三
吉　

廣
明

財
務
部
長

清
水　

常
光

山
田　

庸
温

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
二
─
一
九
─
一

〒
103
─

0013 

〇
三（
五
六
一
四
）三
〇
五
五

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
三（
五
六
一
四
）三
〇
五
六

http://w
w

w
.hokkeshu.or.jp

天
台
真
盛
宗
宗
務
所

総
本
山
西
教
寺

管　
　
　

長

貫　
　
　

首�
西
村　

冏
紹

宗
務
総
長

執　

事　

長

川
合　

歳
明

庶
務
部
長

喚
阿　

宏
道

教
学
部
長

別
所　

泰
広

社
会
部
長

竹
澤　

良
全

財
務
部
長

色
井　

秀
宰

滋
賀
県
大
津
市
坂
本
五
─
一
三
─
一

〒
520
─

0113 

〇
七
七（
五
七
八
）〇
〇
一
三

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
七（
五
七
八
）三
四
一
八

融
通
念
佛
宗
　

総
本
山
大
念
佛
寺

管　
　
　

長

法　
　
　

主�

倍
巌　

良
舜

宗
務
総
長

寺
務
総
長

吉
村　

暲
英

教
学
部
長

法
務
部
長

中
江　

慈
光

庶
務
部
長

岡
田　

眞
澄

財
務
部
長

会
計
部
長

北
川　

全
宏

大
阪
市
平
野
区
平
野
上
町

�

一
─
七
─
二
六

〒
547
─

0045 

〇
六（
六
七
九
一
）〇
〇
二
六

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
六（
六
七
九
三
）三
〇
五
〇

http://w
w

w
.dainenbutsuji.com

/
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法 

華 

宗
（
陣
門
流
）

管　
　
　

長�
石
丸　

日
然

宗
務
総
長

佐
古　

弘
文

総
務
部
長

牧
野　

秀
成

教
学
部
長

布
施　

義
高

教
化
部
長

今
井　

満
良

財
務
部
長

金
原　

孝
宜

企
画
部
長

山
岸　

観
深

東
京
都
豊
島
区
巣
鴨
五
─
三
五
─
六

〒
170
─

0002 

〇
三（
三
九
一
八
）七
二
九
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
三（
三
五
七
六
）〇
一
二
一

一
般
財
団
法
人

　
埼
玉
県
佛
教
会

会　
　
　

長

萩
野　

映
明

副　

会　

長�

木
村　

盛
雄

　
　

同�

倉
持　

秀
裕

専
務
理
事

深
谷　

雅
良

常
務
理
事

穐
山　

教
雄

　
　

同�

加
藤　

玄
静

　
　

同�

粂
原　

恒
久

事
務
局
長

金
子　

嘉
広

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂

�

四
─
一
三
─
一
八

〒
330
─

0063 

〇
四
八（
八
六
一
）二
一
三
八

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
四
八（
八
六
四
）六
六
四
九

http://saibutu.net/

神
奈
川
県
仏
教
会

会　
　
　

長�

和
田　

大
雅

副　

会　

長�

都
築　

哲
信

　
　

同�

木
内　

雍
明

　
　

同�

夏
見　

邦
夫

　
　

同�

丸
山　

邦
雄

事
務
局
長

山
本　

昭
弘

横
浜
市
中
区
大
平
町
九
六

�

西
有
寺
内

〒
231
─

0859 

〇
四
五
（
六
六
一
）
〇
一
六
六

大
阪
府
佛
教
会

会　
　
　

長�

井
桁　

雄
弘

（
浄
土
宗 

大
圓
寺
）

副　

会　

長

村
山　

廣
甫

（
曹
洞
宗 

東
光
院
）

　
　

同�

森　
　

快
隆

（
真
言
宗 

葛
井
寺
）

　
　

同�

加
藤　

定
厚

（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

大
行
寺
）

　
　

同�

藪
木　

恵
照

（
日
蓮
宗 

妙
浄
寺
）

事
務
局
長

二
上　

寛
弘

（
真
言
宗 

釋
迦
院
）

事
務
局

大
阪
市
港
区
築
港
一
─
十
三
─
三

�

釋
迦
院
内

〒
552
─

0021 

〇
六
（
六
五
七
一
）
五
七
一
〇

公
益
財
団
法
人

　
仏
教
伝
道
協
会

会　
　
　

長

（
代
表
理
事
）�

沼
田　

智
秀

名
誉
会
長

（
理　
　

事
）

福
山　

諦
法

理　
　
　

事�

木
村　

清
孝

　
　

同�

上
山　

大
峻

　
　

同�

桂　
　

紹
隆

　
　

同�

門
脇　

邦
彦

　
　

同�

野
村　

邦
武

　
　

同�

中
谷　

忠
雄

常
務
理
事

生
田　

忠
士

監　
　
　

事�

中
野　

東
禅

　
　

同�

松
村　

智
司

〒
108
─

0014

東
京
都
港
区
芝
四
丁
目
三
─
一
四

電　

話　

〇
三（
三
四
五
五
）五
八
五
一

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
三（
三
七
九
八
）二
七
五
八

http://w
w

w
.bdk.or.jp
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黄
　
檗
　
宗

管　
　
　

長�

岡
田　

亘
令

宗
務
総
長

浅
井　

聖
道

京
都
府
宇
治
市
五
ケ
庄
三
番
割
三
四

〒
611
─

0011 

〇
七
七
四
（
三
二
）
三
九
〇
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
七
四（
三
二
）六
〇
八
八

真
言
三
宝
宗

大
本
山
清
澄
寺

管　
　
　

長

法　
　
　

主�

坂
本　

光
謙

宗　

務　

長�

岡
田　

康
秀

執　

行　

長�

有
井　

良
隨

鉄
斎
美
術
館

館　
　
　

長

森
藤　

光
宣

宝
塚
市
米
谷
字
清
シ
一
番
地

〒
665
─

0837 
〇
七
九
七（
八
六
）六
六
四
一

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
九
七（
八
六
）六
六
六
〇

http://w
w

w
.kiyoshikojin.or.jp

金
峯
山
修
験
本
宗

総
本
山
金
峯
山
寺

管　
　

長

五
條　

覚
照

宗
務
総
長

田
中　

利
典

執

行

長

五
條　

良
知

奈
良
県
吉
野
郡
吉
野
町
吉
野
山
二
四
九
八

〒
639
─

3115 

〇
七
四
六（
三
二
）八
三
七
一

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
四
六（
三
二
）四
五
六
三

http://w
w

w
.kinpusen.or.jp

本
門
佛
立
宗

本
山
宥
清
寺

講　
　
　

有�

山
内　

日
開

宗
務
総
長

木
村　

日
覚

本
山
宥
清
寺

〒
602
─

8336 

京
都
市
上
京
区
一
条
通
七
本
松
西
入

�

滝
ヶ
鼻
町
一
〇
〇
五
番
地
の
一

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
七
五
（
四
六
三
）
四
六
二
〇
㈹

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
七
五
（
四
六
三
）
四
六
五
一

本
門
佛
立
宗　

宗
務
本
庁

〒
602
─

8377 

京
都
市
上
京
区
御
前
通
一
条
上
る

�

東
竪
町
一
一
〇
番
地

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
七
五（
四
六
一
）一
一
六
六
㈹

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
七
五
（
四
六
四
）
五
五
九
九

京
都
佛
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
七
五（
二
八
八
）三
三
四
四

U
RL　

http://w
w

w
.hbsm

useum
.jp

E-mail: honchou@honmon-butsuryushu.or.jp

福
島
県
仏
教
会

会

長

石
田　

宏
壽

専
務
理
事

伊
東　

寂
俊

事
務
局
長

三
瓶　

信
晃

福
島
県
郡
山
市
開
成
三
─
十
三
─
十
四

�

道
因
寺
内

〒
963
─

8851 

〇
二
四（
九
三
二
）三
〇
三
一

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
二
四（
九
三
二
）三
〇
九
六

顕
本
法
華
宗

管　
　
　

長�

山
本　

日
惠

宗
務
総
長

朝
倉　

俊
幸

京
都
市
左
京
区
岩
倉
幡
枝
町
九
十
一

〒
606
─

0015 

〇
七
五（
七
九
一
）七
一
七
一

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
五（
七
九
一
）七
二
六
七

信
貴
山
真
言
宗

総
本
山
朝
護
孫
子
寺

管　
　
　

長�

鈴
木　

貴
晶

前　

管　

長�

田
中　

眞
瑞

長　
　
　

老�

鈴
木　

凰
永

宗　

務　

長

寺　

務　

長

野
澤　

密
孝

奈
良
県
生
駒
郡
平
群
町
信
貴
山

�

二
二
八
〇
─
一

〒
636
─

0923 

〇
七
四
五
（
七
二
）
二
二
七
七

念
法
眞
教

総
本
山 

小
倉
山 

金
剛
寺

燈　
　
　

主

稲
山　

霊
芳

大
阪
市
鶴
見
区
緑
三
─
四
─
二
二

〒
538
─

0054 

〇
六（
六
九
一
一
）二
一
〇
一

http://w
w

w
.nenpoushinkyou.jp

真
言
律
宗

総
本
山
西
大
寺

真
言
律
宗
管
長

総
本
山
西
大
寺
長
老

大
矢　

實
圓

奈
良
市
西
大
寺
芝
町
一
丁
目
一
の
五

〒
631
─

0825 

〇
七
四
二（
四
五
）四
七
〇
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
四
二（
四
五
）四
七
二
〇

東
京
都
仏
教
連
合
会

会　
　
　

長�

神
田　

秀
順

理　

事　

長�

山
田　

一
眞

事
務
局
長�

新
倉　

典
生

東
京
都
足
立
区
梅
田
一
─
二
十
六
─
十

�

善
立
寺
内

〒
123
─

0851 

〇
三（
三
八
八
六
）一
三
六
七

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
三（
三
八
八
六
）八
二
五
二
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総
本
山
　
根
来
寺

新
義
真
言
宗
宗
務
所

和
歌
山
県
岩
出
市
根
来
二
二
八
六

�

総
本
山　

根
来
寺
内

〒
649
─

6202 

〇
七
三
六（
六
二
）一
一
四
四

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
三
六（
六
二
）一
〇
四
四

東
寺
真
言
宗

宗
務
総
長

橋
本　

尚
信

京
都
市
南
区
九
条
町
一

�

東
寺
真
言
宗
宗
務
庁

〒
601
─

8473 

〇
七
五（
六
七
二
）三
七
一
七

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
五（
六
六
一
）六
八
五
六

大
本
山
須
磨
寺

貫　
　
　

主�

小
池　

弘
三

神
戸
市
須
磨
区
須
磨
寺
町
四
─
六
─
八

〒
654
─

0071 

〇
七
八（
七
三
一
）〇
四
一
六

孝
道
教
団

統　
　
　

理�

岡
野　

正
純

横
浜
市
神
奈
川
区
鳥
越
三
八

〒
221
─

0064 

〇
四
五（
四
三
二
）一
二
〇
一

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
四
五（
四
三
四
）一
一
八
八

真
宗
高
田
派

宗
務
総
長

安
藤　

光
淵

三
重
県
津
市
一
身
田
町
二
八
一
九
番
地

〒
514
─

0114 

〇
五
九（
二
三
二
）四
一
七
一

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
五
九（
二
三
二
）一
四
一
四

http://w
w

w
.senjuji.or.jp

真
言
宗
中
山
寺
派

大
本
山
中
山
寺

宝
塚
市
中
山
寺
二
丁
目
十
一
─
一

〒
665
─

8588 

〇
七
九
七（
八
七
）〇
〇
二
四

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
九
七（
八
七
）九
八
七
七

http://w
w

w
.nakayam

adera.or.jp

真
言
宗
大
覚
寺
派
宗
務
庁

大
本
山
大
覚
寺

門　
　
　

跡

管　
　
　

長

黒
沢　

全
紹

京
都
市
右
京
区
嵯
峨
大
沢
町
四

〒
616
─

8411 

〇
七
五（
八
七
一
）〇
〇
七
一

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
五（
八
七
一
）〇
〇
五
五

時
宗
宗
務
所

宗
務
総
長

桑
原　

弘
善

神
奈
川
県
藤
沢
市
西
富
一
─
八
─
一

�

遊
行
寺
内

〒
251
─

0001 

〇
四
六
六
（
二
三
）
七
二
七
六

愛
知
県
仏
教
会

会　
　
　

長

伊
藤　

正
導

副　

会　

長

舎
人　

経
昭

　
　

同�

近
藤　

太
康

　
　

同�

岩
木　

涼
山

名
古
屋
市
天
白
区
植
田
一
─
三
一
一

�

全
久
寺
内

〒
468
─

0051 

〇
五
二（
八
九
三
）九
二
九
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
五
二（
八
九
三
）九
二
九
〇

公
益
社
団
法
人

全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟

名
誉
会
長

鷹
司　

誓
玉

会　
　
　

長

東
伏
見
具
子

理　

事　

長

末
廣　

久
美

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷

�

四
─
五
─
十
─
二
〇
五

〒
151
─

0051 
〇
三（
五
七
七
二
）〇
六
七
七

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
三（
六
四
三
四
）〇
一
八
四

http://jbw
f.jp

E-m
ail:info@

jbw
f.jp

聖
観
音
宗
　
浅
草
寺

貫　
　
　

首�

清
水
谷
孝
尚

東
京
都
台
東
区
浅
草
二
─
三
─
一

〒
111
─

0032 

〇
三（
三
八
四
二
）〇
一
八
一

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
三（
三
八
四
五
）六
九
三
三

愛
媛
県
仏
教
会

会　
　
　

長�

御
木　

徳
久

副　

会　

長�

内
藤　

卓
洲

　
　

同�

福
村　

俊
弘

事
務
局
長

怒
和　

智
幸

愛
媛
県
松
山
市
安
城
寺
町
一
二
七
二

�

安
祥
寺
内　

愛
媛
県
仏
教
会
事
務
局

〒
791
─

8006 

〇
八
九
（
九
七
九
）
〇
〇
六
九

公
益
財
団
法
人

国
際
仏
教
興
隆
協
会

名
誉
会
長

塩
川
正
十
郎

印　

度　

山

日
本
寺
竺
主�

半
田　

孝
淳

理　

事　

長�

安
田　

暎
胤

事
務
総
長

正
本　

乗
光

役
員
一
同

東
京
都
目
黒
区
中
目
黒
五
─
二
四
─
五
三

〒
153
─

0061 

〇
三
（
三
七
一
一
）
七
六
〇
八

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
三（
三
七
一
一
）七
六
七
三

http://w
w

w
.ibba.jp/

E-m
ail:jim

ukyoku@
ibba.jp
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北
海
道
仏
教
会
連
盟

会　
　
　

長�

黒
田　

正
宣

札
幌
市
中
央
区
北
三
条
西
十
九
丁
目
二
─
一

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
北
海
道
教
区
教
務
所
内

〒
060
─

0003 

〇
一
一（
六
一
一
）九
六
二
三

臨
済
宗
円
覚
寺
派

大　

本　

山�

円

覚

寺

鎌
倉
市
山
ノ
内
四
〇
九

〒
247
─

8503 

〇
四
六
七（
二
二
）〇
四
七
八

http://w
w

w
.engakuji.or.jp/

滋
賀
県
仏
教
会

会　
　
　

長�

西
村　

冏
紹

滋
賀
県
大
津
市
坂
本
五
─
一
三
─
一

�

総
本
山
西
教
寺
内

滋
賀
県
仏
教
会
事
務
局

〒
520
─

0113 

〇
七
七（
五
七
八
）〇
〇
一
三

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
七（
五
七
八
）三
四
一
八

日
本
仏
教
鑽
仰
会

理　

事　

長�

中
山　

静
麿

東
京
都
板
橋
区
舟
渡
四
─
十
五
─
一

〒
174
─

0041 

〇
三
（
三
九
六
七
）
三
二
八
八

茨
城
県
仏
教
会

会　
　
　

長�
松
本　

一
浩

茨
城
県
筑
西
市
甲
一
六
八　

蔵
福
寺
内

〒
308
─

0021 

〇
二
九
六（
二
四
）〇
一
四
九

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
二
九
六（
二
五
）五
九
〇
九

臨
済
宗
相
国
寺
派

大　

本　

山�

相

国

寺

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通
烏
丸
東
入

相
国
寺
門
前
町
七
〇
一
番
地

〒
602
─

0898 

〇
七
五（
二
三
一
）〇
三
〇
一

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
五（
二
一
二
）三
五
九
一

http://w
w

w
.shokoku-ji.jp

岡
山
県
佛
教
会

会　
　
　

長�

亀
山　

俊
巨

岡
山
県
倉
敷
市
羽
島
九
〇
九

�

心
鏡
寺
内

〒
710
─

0043 

〇
八
六（
四
二
二
）三
三
一
一

日
韓
仏
教
交
流
協
議
会

副　

会　

長�

藤
田　

隆
乗

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
二
─
十
五
─
二

〒
150
─

0022 

〇
三（
三
七
一
三
）一
二
二
七

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
三（
六
三
六
九
）四
七
二
一

岐
阜
県
仏
教
会

会　
　
　

長�

橘　
　

正
信

岐
阜
市
西
野
町
三
─
一

�

岐
阜
西
別
院
在
会
所
西
側
入
口

〒
500
─

8882 

〇
五
八（
二
六
六
）七
八
〇
三

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
五
八（
二
一
四
）四
〇
八
一

http://bukkyogifu.net/

法
華
宗
（
真
門
流
）

管

長

田
仲　

日
紘

京
都
市
上
京
区
智
恵
光
院
通
五
辻
上
る

�

紋
屋
町
三
三
〇

〒
602
─

8447 

〇
七
五（
四
四
一
）五
七
六
二

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
五（
四
四
一
）五
六
六
六

全
日
本
仏
教
青
年
会

理　

事　

長�
伊
東　

政
浩

神
奈
川
県
横
浜
市
南
区

�

南
太
田
一
─
二
四
─
四
一

日
蓮
宗
常
照
寺
内

〒
232
─

0006 

〇
四
五（
七
三
一
）四
三
六
六

http://w
w

w
.jyba.ne.jp/

E-m
ail : info@

jyba.ne.jp
天
台
寺
門
宗

和
宗

妙
見
宗

真
言
宗
善
通
寺
派

真
言
宗
山
階
派

真
言
宗
泉
涌
寺
派

真
言
宗
国
分
寺
派

真
言
宗
犬
鳴
派

浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派

浄
土
宗
西
山
深
草
派

西
山
浄
土
宗

真
宗
佛
光
寺
派

真
宗
興
正
派

真
宗
木
辺
派

臨
済
宗
南
禅
寺
派

臨
済
宗
建
長
寺
派

臨
済
宗
天
龍
寺
派

臨
済
宗
東
福
寺
派

本
門
法
華
宗

法
相
宗

聖
徳
宗

華
厳
宗

律
宗

青
森
県
仏
教
会

岩
手
県
仏
教
会

栃
木
県
仏
教
会

群
馬
県
仏
教
連
合
会

千
葉
県
仏
教
会

新
潟
県
仏
教
会

石
川
県
仏
教
会

福
井
県
仏
教
会

山
梨
県
仏
教
会

長
野
県
仏
教
会

静
岡
県
仏
教
会

京
都
仏
教
会

京
都
府
仏
教
連
合
会

兵
庫
県
仏
教
会

和
歌
山
県
仏
教
会

鳥
取
県
仏
教
連
合
会

島
根
県
仏
教
会

（
一
社
）
徳
島
県
仏
教
会

香
川
県
仏
教
会

高
知
県
仏
教
会

福
岡
県
仏
教
連
合
会

長
崎
県
仏
教
連
合
会

宮
崎
県
仏
教
連
合
会

沖
縄
県
仏
教
会

（
公
社
）
日
本
仏
教
保
育
協
会

東
京
ブ
デ
ィ
ス
ト
ク
ラ
ブ

（
一
社
）
仏
教
情
報
セ
ン
タ
ー

（
一
社
）
在
家
仏
教
協
会
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賛
助
会
員
（
敬
称
略
） 

【
特
別
会
員
】

大
本
山
東
福
寺　
　

遠
藤　

楚
石

蓮
華
院
誕
生
寺　
　

川
原　

英
照

尾
道
仏
教
会　
　
　

村
上　

邦
雄

實
相
山
中
央
寺　
　

南
澤　

道
人

信
州
善
光
寺　
　
　

若
麻
績
敏
隆

妙
見
閣
寺　
　
　
　

竹
内　

祥
起

一
般
社
団
法
人
仙
台
仏
教
会

壷
阪
山
南
法
華
寺　

常
盤　

勝
範

【
団
体
会
員
】

京
セ
ラ
株
式
会
社

東
映
株
式
会
社

日
鐡
住
金
建
材
株
式
会
社
（
建
築
）

株
式
会
社
損
害
保
険
ジ
ャ
パ
ン

大
和
証
券
株
式
会
社 

営
業
サ
ポ
ー
ト
部

野
村
證
券
株
式
会
社 

金
融
公
共
公
益
法
人
部

朝
日
ビ
ジ
ネ
ス
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
（
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業
）

株
式
会
社
Ｊ
Ｔ
Ｂ
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
セ
ー
ル
ス
第
一
事
業
部
（
旅
行
業
）

ト
ッ
プ
ツ
ア
ー
株
式
会
社
（
旅
行
業
）

近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
株
式
会
社
（
旅
行
業
）

東
日
観
光
株
式
会
社
（
旅
行
業
）

株
式
会
社
ビ
ー
エ
ス
観
光
（
旅
行
業
）

株
式
会
社
大
陸
旅
遊
（
旅
行
業
）

株
式
会
社
わ
ら
び
座
（
劇
団
）

日
本
空
輸
株
式
会
社
（
旅
行
・
貨
物
）

一
般
財
団
法
人
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
（
医
療
関
連
）

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
株
式
会
社
（
寺
院
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
）

有
限
会
社
新
宿
ア
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
オ
フ
ィ
ス
（
経
営
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
）

株
式
会
社
縁
（
寺
社
仏
閣
総
合
リ
ス
ク
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
）

凸
版
印
刷
株
式
会
社
（
印
刷
業
）

株
式
会
社
図
書
印
刷
同
朋
舎
（
印
刷
業
）

テ
ィ
ケ
イ
ヘ
ン
デ
ル
ア
ー
ト
（
印
刷
業
）

株
式
会
社
オ
メ
ガ
コ
ム
（
翻
訳
、出
版
物
企
画
・
制
作
）

株
式
会
社
デ
ィ
ー・エ
イ・テ
ィ・コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョン（
出
版
物
企
画・制
作
）

新
日
本
法
規
出
版
株
式
会
社
（
法
規
図
書
出
版
）

株
式
会
社
便
利
堂
（
美
術
印
刷
・
企
画
）

有
限
会
社
ル
ン
ビ
ニ
（
保
険
代
理
店
）

株
式
会
社
京
念
珠
刑
部
（
念
珠
製
造
・
販
売
）

株
式
会
社
京
扇
堂
（
扇
子
製
造
・
販
売
）

株
式
会
社
公
益
社
（
葬
祭
業
）

株
式
会
社
小
堀
（
仏
壇
・
仏
具
製
造
販
売
）

株
式
会
社
ダ
イ
セ
イ
（
総
合
商
社
）

株
式
会
社
い
せ
や
（
石
材
業
）

株
式
会
社
安
震
（
石
材
業
）

学
校
法
人
真
宗
大
谷
学
園

仏
教
看
護
・
ビ
ハ
ー
ラ
学
会

全
日
本
宗
教
用
具
協
同
組
合

全
日
本
葬
祭
業
協
同
組
合
連
合
会

岩
手
県
葬
祭
業
協
同
組
合

埼
玉
葬
祭
業
協
同
組
合

東
京
都
葬
祭
業
協
同
組
合

神
奈
川
県
葬
祭
業
協
同
組
合

岐
阜
県
葬
祭
業
協
同
組
合

名
古
屋
葬
祭
業
協
同
組
合

愛
知
県
葬
祭
業
協
同
組
合

京
都
中
央
葬
祭
業
協
同
組
合

大
阪
葬
祭
事
業
協
同
組
合

大
阪
市
規
格
葬
儀
指
定
店
事
業
協
同
組
合

徳
島
県
中
央
葬
祭
業
協
同
組
合

福
岡
県
葬
祭
業
協
同
組
合

長
崎
県
葬
祭
業
協
同
組
合

一
般
社
団
法
人
全
日
本
冠
婚
葬
祭
互
助
協
会

一
般
社
団
法
人
日
本
石
材
産
業
協
会

【
個
人
会
員
】

稲
盛　

和
夫
（
京
セ
ラ
株
式
会
社
名
誉
会
長
）

社
本　

公
一
（
公
認
会
計
士
）

池
田　

行
信
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派　

宗
会
議
員
）

石
上　

智
康
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派　

宗
会
議
員
）

塩
月　

光
夫
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派　

宗
会
議
員
）

髙
橋　

篤
法
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派　

宗
会
議
員
）

武
田　

昭
英
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派　

宗
会
議
員
）

村
橋　

吉
重
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派　

宗
会
議
員
）

天
性
寺　
　

毛
利　

俊
行
（
山
形
県
）

福
聚
院　
　

伊
達　

廣
三
（
宮
城
県
）

東
栄
寺　
　

大
森　

忠
篤
（
埼
玉
県
）

法
瑠
寺　
　

矢
島　

浄
純
（
埼
玉
県
）

建
福
寺　
　

安
野　

正
樹
（
埼
玉
県
）

萬
福
寺　
　

垣
内　

善
勝
（
東
京
都
）

本
照
寺　
　

境
野　

哲
秀
（
東
京
都
）

慈
眼
寺　
　

櫻
井　

英
幸
（
東
京
都
）

浄
心
寺　
　

佐
藤　

雅
彦
（
東
京
都
）

信
松
院　
　

西
村　

輝
成
（
東
京
都
）

玉
林
禅
寺　

長
谷　

琢
堂
（
東
京
都
）

慶
安
寺　
　

深
澤　

信
善
（
東
京
都
）

廣
徳
寺　
　

板
坂　

光
明
（
神
奈
川
県
）

大
蔵
寺　
　

佐
藤　

直
道
（
神
奈
川
県
）

金
蔵
院　
　

眞
田　

有
快
（
神
奈
川
県
）

龍
泉
寺　
　

壽
山　

良
光
（
神
奈
川
県
）

圓
満
寺　
　

西
郊　

良
光
（
神
奈
川
県
）

正
泉
寺　
　

野
澤　

隆
幸
（
神
奈
川
県
）

玄
向
寺　
　

荻
須　

眞
教
（
長
野
県
）

本
光
寺　
　

木
村　

光
正
（
静
岡
県
）

十
楽
寺　
　

井
口　

真
躍
（
滋
賀
県
）

寂
光
院　
　

松
平　

實
胤
（
愛
知
県
）

光
泉
寺　
　

松
山　

公
顯
（
愛
知
県
）

太
福
寺　
　

佐
久
間
大
道
（
兵
庫
県
）

精
明
寺　
　

疋
田　

哲
壽
（
鳥
取
県
）

誓
光
寺　
　

村
上　

智
真
（
山
口
県
）

鈴
木　

朝
雄
（
東
京
都
）

鳥
居　

邦
夫
（
東
京
都
）

天
久
保　

貴
（
神
奈
川
県
）

佐
藤　

泰
之
（
神
奈
川
県
）

中
村
美
津
江
（
神
奈
川
県
）

山
﨑　

忠
征
（
愛
知
県
）

中
村　

澄
枝
（
京
都
府
）

安
田　

容
造
（
京
都
府
）

平
野　

泰
寛
（
和
歌
山
県
）

田
中　

悠
樹
（
長
野
県
）

和
心
庵　

井
上
美
和
子
（
佐
賀
県
）

岩
屋　
　

毅
（
自
由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

大
塚　

高
司
（
自
由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

金
子　

恭
之
（
自
由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

上
川　

陽
子
（
自
由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

河
村　

建
夫
（
自
由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

高
村　

正
彦
（
自
由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

今
野　

智
博
（
自
由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

関　
　

芳
弘
（
自
由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

高
市　

早
苗
（
自
由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

西
川　

京
子
（
自
由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

野
田　
　

毅
（
自
由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

平
沢　

勝
栄
（
自
由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

保
利　

耕
輔
（
自
由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

牧
島
か
れ
ん
（
自
由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

松
本　

文
明
（
自
由
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

赤
石　

清
美
（
自
由
民
主
党
参
議
院
議
員
）

岩
城　

光
英
（
自
由
民
主
党
参
議
院
議
員
）

片
山
さ
つ
き
（
自
由
民
主
党
参
議
院
議
員
）

小
坂　

憲
次
（
自
由
民
主
党
参
議
院
議
員
）

佐
藤
ゆ
か
り
（
自
由
民
主
党
参
議
院
議
員
）

武
見　

敬
三
（
自
由
民
主
党
参
議
院
議
員
）

中
川　

雅
治
（
自
由
民
主
党
参
議
院
議
員
）

二
之
湯　

智
（
自
由
民
主
党
参
議
院
議
員
）

早
坂　

義
弘
（
自
由
民
主
党
東
京
都
議
会
議
員
）

赤
松　

広
隆
（
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

荒
井　
　

聰
（
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

枝
野　

幸
男
（
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

大
串　

博
志
（
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

高
木　

義
明
（
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

原
口　

一
博
（
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

前
原　

誠
司
（
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

松
本　

剛
明
（
民
主
党
衆
議
院
議
員
）

大
塚　

耕
平
（
民
主
党
参
議
院
議
員
）

大
野　

元
裕
（
民
主
党
参
議
院
議
員
）

斎
藤　

嘉
隆
（
民
主
党
参
議
院
議
員
）

白　
　

眞
勲
（
民
主
党
参
議
院
議
員
）

林　

久
美
子
（
民
主
党
参
議
院
議
員
）

福
山　

哲
郎
（
民
主
党
参
議
院
議
員
）

前
田　

武
志
（
民
主
党
参
議
院
議
員
）

中
山　

恭
子
（
日
本
維
新
の
会
参
議
院
議
員
）

浅
尾
慶
一
郎
（
み
ん
な
の
党
衆
議
院
議
員
）

大
西　

孝
典
（
前
衆
議
院
議
員
）

楠
田　

大
蔵
（
前
衆
議
院
議
員
）

小
宮
山
洋
子
（
前
衆
議
院
議
員
）

仙
谷　

由
人
（
前
衆
議
院
議
員
）

田
島　

一
成
（
前
衆
議
院
議
員
）

長
勢　

甚
遠
（
前
衆
議
院
議
員
）

平
岡　

秀
夫
（
前
衆
議
院
議
員
）

松
木　

謙
公
（
前
衆
議
院
議
員
）

三
日
月
大
造
（
前
衆
議
院
議
員
）

和
田　

隆
志
（
前
衆
議
院
議
員
）

佐
藤　

公
治
（
前
参
議
院
議
員
）

佐
藤　

泰
介
（
前
参
議
院
議
員
）

自
見
庄
三
郎
（
前
参
議
院
議
員
）

鈴
木　
　

寛
（
前
参
議
院
議
員
）

鈴
木　

政
二
（
前
参
議
院
議
員
）

田
名
部
匡
省
（
前
参
議
院
議
員
）

谷
川　

秀
善
（
前
参
議
院
議
員
）

藤
谷　

光
信
（
前
参
議
院
議
員
）
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第
三
十
一
期
役
員 

会
長

加
藤　

精
一 

副
会
長

常
磐
井
慈
祥

石
田　

智
圓

御
木　

徳
久

鷹
司　

誓
玉

評
議
員

佐
々
木
孝
一

橘　
　

正
信

里
見　

法
雄

渡
邊　

照
敏

四
之
宮
弘
孝

松
井　

宗
益

杜
多　

道
雄

上
杉　

照
延

川
田　

聖
戍

理
事
長

斎
藤　

明
聖 

理
事

千
葉　

省
三

倉
澤　

豊
明

戸
松　

義
晴

塩
崎　

望
巳

添
田　

隆
昭

上
沼　

雅
龍

杜
多　

徳
雄

山
口　

正
純

菅
野　

秀
浩

岡
野　

正
純

瀧
藤　

尊
淳

桶
屋　

良
祐

石
堂　

恵
眼

山
田　

一
眞

和
田　

大
雅

伊
藤　

正
導

杉
山　

令
憲

長
澤　

香
静

鶴
野　

重
雄

監
事

井
桁　

雄
弘

古
澤　

勝
浩

山
中　

一
郎

顧
問
弁
護
士

長
谷
川
正
浩

総
務
財
政
審
議
会

山
﨑　

孝
裕

尾
井　

貴
童

下
野　

真
人

浦
野　

瑞
明

中
川　

法
政

廣
瀬　

義
仙

上
沼　

雅
龍

阿
部　

昌
宏

深
澤　

照
生

中　
　

正
宣

社
会・人
権
審
議
会

伊
藤　

謙
允

宇
野　

哲
哉

寺
田　

正
寛

山
北　

光
彦

三
原　

正
資

佐
々
木
基
文

森　
　

昌
寛

角
本　

尚
雄

近
藤　

隆
俊

阿
部　

秀
全

国
際
交
流
審
議
会

松
尾　

憲
舟

野
崎　

慶
至

藤
田　

哲
史

宮
林　

雄
彦

佐
々
木
康
文

小
藪　

実
英

松
山　

大
耕

奥
山　

元
照

小
鷹　

正
人

吉
田　

敬
岳

宗
教
教
育

　
推
進
委
員
会

坂
田　

徹
応

白
川　

了
信

勅
使　

忍

新
谷　

仁
海

斎
藤　

憲
一

倉
岡　

弘
叔

細
川　

晋
輔

中
島　

有
淳

渡
邉　

照
敬

森　
　

光
彦

広
報
委
員
会

畠
山　

真

富
川　

大
亮

山
口　

文
章

松
原　

信
樹

福
井　

邦
彦

杉
本　

栄
次

新
倉　

典
生

金
子　

嘉
宏

小
川　

淳
誌

Ｗ
Ｆ
Ｂ
日
本
セ
ン
タ
ー

　
運
営
委
員
会

小
林　

正
道

戸
松　

義
晴

日
比
野
郁
皓

村
山　

博
雅

木
内　

隆
志

壽
山　

良
光

入
西　

智
彦

事
務
総
局

事
務
総
長

倉
澤　

豊
明

総
務
部

奈
良　

慈
徹

中
村　
　

甲

山
崎
美
由
紀

財
務
部

大
辻　

隆
善

小
山　

智
恵

社
会・人
権
部

久
喜　

和
裕

町
田　

法
博

東
田　

樹
治

広
報
文
化
部

加
久
保
範
祐

西
野　

良
嘉

国
際
部

藤
谷　

弘
道

藤
田　

宗
玄

嘱
託

酒
井　

仁
成

関
西
支
局
長

東
森　

尚
人

支
局
員
一
同

　

 （
敬
称
略
）

（
七
月
十
七
日
現
在
）

   4月（16日~30日）   
16日	▶日本維新の会訪問
		  東京・平沼赳夫事務所
	 ▶民主党本部訪問
		  東京・民主党本部
	 ▶自由民主党片山さつき参議院議員訪問
		  東京・参議院議員会館
	 ▶生活の党小宮山泰子衆議院議員訪問
		  東京・衆議院議員会館
17日	▶部落解放同盟中央本部訪問
		  東京・部落解放同盟中央本部
18日	▶�みんなの党浅尾慶一郎衆議院議員他党幹部訪問
		  東京・参議院三十七控室
	 ▶自由民主党若林健太参議院議員訪問
		  東京・参議院議員会館
	 ▶自由民主党本部訪問
		  東京・自由民主党本部
	 ▶�(公財)瓦礫を活かす森の長城プロジェクト事務局訪問
		�  東京・瓦礫を活かす森の長城プロジェクト事務局
23日	▶�第43回全日本仏教徒会議愛媛大会第5回実行委員会出席
		  愛媛・ベルモニー会館枝松
	 ▶曹洞宗仁叟寺取材
		  群馬・仁叟寺
	 ▶(公財)国際仏教興隆協会監査会出席
		  東京・国際仏教興隆協会会議室
24日	▶日蓮宗宗務院訪問　東京・日蓮宗宗務院
	 ▶真言宗豊山派宗務所訪問	
		  東京・真言宗豊山派宗務所
25日	▶�親鸞となむの大地オープニングセレモニー及び懇親会出席
		  新潟・新潟県立歴史博物館他
30日	▶BNN企画委員会出席
		  東京・庭野平和財団事務所

   5月（1日~15日）   
２日	▶グラフ（株）訪問
		  東京・代官山ヒルサイドテラス
５日	▶孝道教団第三世副統理就任祝賀会出席
		  神奈川・横浜ロイヤルパークホテル
７日	▶�（一社）自然エネルギー推進会議主催原発ゼロ・自

然エネルギー推進フォーラム参加
		  東京・全国町村会館
８日	▶InterFaith駅伝打合せ
		  京都・京都マラソン事務局
	 ▶(公財)日本宗教連盟平成26年度第1回幹事会
		  東京・全日本仏教会会議室
	 ▶�平成26年度第1回全日本仏教会関西支局局内会議出席
		  京都・浄土真宗本願寺派宗務所
９日	▶(公財)日本宗教連盟平成26年度監査会
		  東京・全日本仏教会会議室
12日	▶日本弁護士連合会杉浦・加毛・長谷川・小川原弁護士と面談
		  東京・（一財）交詢社
14日	▶第12回真宗大谷派関係国会議員同朋の会出席
		  東京・キャピトルホテル東急
	 ▶局内会議	 東京・全日本仏教会会議室
	 ▶曹洞宗宗務庁訪問
		  東京・曹洞宗宗務庁
	 ▶�真言宗醍醐派全国宗務所長会において本会事業説明
	 	 京都・真言宗醍醐派宗務本庁
	 ▶�部落解放同盟中央本部組坂委員長・西島書記長・大

西事務長と打合せ
		  東京・トラットリア ラーチェロ

事務総局録事
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　宗教法人運営のための法律入門②　
宗教団体とは
　宗教法人法第一条一項（この法律の目的）に、「この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財
産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資す
るため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする」とあります。つまり、宗教団体に法
人格が与えられると、宗教法人になります。
　では、宗教団体とは何かといいますと、宗教法人法第二条（宗教団体の定義）に、「この法律にお
いて『宗教団体』とは宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる
目的とする左に掲げる団体をいう」とあります。左に掲げる団体とは下記のとおりです。
① 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
② 前に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体

宗教団体は二つの種類がある
　上記①の宗教団体を〈単位宗教団体〉といいます。単位宗教団体は必ず礼拝の施設を備えなけれ
ばなりません。礼拝の施設とは、寺院の本堂、神社の本殿、教会の会堂など、屋根周壁のある建物
や結界・祭壇・行場など礼拝の用に供せられる場所をいいます。これらの施設は原則として大衆が
自由に出入りできるたたずまいが必要です。
　上記②の宗教団体を〈包括宗教団体〉といいます。包括宗教団体は単位宗教団体を包括する宗教
団体で、必ずしも礼拝の施設を備えていなくても構いません。
　そして、包括される単位宗教団体を〈被包括宗教団体〉といいます。

『包括する』とは
　包括するとは、総括する、構成する、ということです。【図Ⅰ】宗教団体の定義について、同じ目
的をもった複数の単位宗教法人の集合が、一つの独立した団体となったものです。包括するとは統
轄・支配・制約の意味を含むかどうかというと、法律上は含まれませんが、宗教上は含まれます。
　【図Ⅱ】では、それぞれの団体の関係性を表しています。例を取り上げますと、被包括宗教団体の
財産を処分する際に、双方の規則で規定しておかない限り、包括宗教団体の指示に従う必要はあり
ません。しかし、本尊を何にするかといった宗教上の問題については、被包括宗教団体は包括宗教
団体の指示に従わなければなりません。

� 全日本仏教会顧問弁護士　長谷川 正浩 監修

【図Ⅰ】　宗教団体の定義について　（宗教法人法第二条）

1 教義をひろめる 宗教・教義の信奉を人にすすめ
ること

2 儀式行事を行う 礼拝の対象に礼願・礼祷・感謝・
賛嘆する儀礼的式典を行うこと

3 信者を教化育成する

教化とは教義信条に帰依随順さ
せること
育成とはその随順が深みを増
し、生活面において具体的にた
ち現れるようにすること

【図Ⅱ】　それぞれの団体の関係性

宗教団体

包括宗教団体

被包括宗教団体

単位宗教団体

法律上は
対等・平等

宗教上は
支配・服従
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全 日 本 仏 教 会 　 特 別 企 画

第27回WFB世界仏教徒会議  中国大会記念ツアーのご案内
古都 西安：日本仏教ゆかりの寺院参拝と世界遺産

近畿日本ツーリスト株式会社
首都圏西団体旅行支店

本ツアーはこの広告でのお申し込みを受け付けていません。資料（パンフレット）を当社下記店舗までご請求ください。

　このたび、本会が日本で唯一の地域センターとして加盟いたしております WFB（世界仏教徒連盟）から、本年 10 月に中国・宝鶏市に
て第 27 回 WFB 世界仏教徒会議世界大会を開催することが正式に発表されました。
　つきましては、本大会の開催を受け、加盟団体関係者、賛助会員の皆様を対象に、宝鶏市・法門寺で開催の WFB 中国大会のオープ
ンセレモニーへの特別参加や、日本の仏教界に縁深い西安近郊の寺院の参拝、世界遺産の見学など、特別な記念ツアーを企画いたしま
した。皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。 公益財団法人　全日本仏教会

営業時間：月～金曜日（祝日を除く）9:15 ～ 18:00
TEL：042-847-6161　FAX：042-847-8328
総合旅行業務取扱管理者：平沼知己　　お問い合せ担当：山崎、小沢、柳田
●日程等詳細につきましては
　本会ホームページをごらん下さい。

■旅行期間：2014年10月13日（月）～10月17日（金） ４泊５日
■旅行代金：（成田発着お二人様一室）

 212,000円
■参加資格：全日本仏教会加盟団体関係者及び賛助会員
■募集人員：30名様　※詳細はお問い合わせ下さい。
■添　乗　員：日本から全行程添乗員が同行いたします。
■利用予定航空会社：全日空（ＮＨ） ■利用予定ホテル（予定）：西安／グランドパーク西安（旧全日空ホテル）

〒190-0012  東京都立川市曙町1-25-12 オリンピック曙ビル6F 検索全日仏

※空港税及び現地空港税は上記代金に含まれております。※燃料サーチャージを含みます。
※下記内容をお申し込の場合、別途費用となります。
　・１名１室利用追加料金：18,000円 ・ビジネスクラス利用追加代金：成田発着138,000円
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